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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第８期

第３四半期累計期間
第７期

会計期間
自 2022年10月１日
至 2023年６月30日

自2021年10月１日
至2022年９月30日

売上高 (千円) 1,519,360 1,138,803

経常利益 (千円) 324,794 130,594

四半期（当期）純利益 (千円) 222,537 96,914

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ―

資本金 (千円) 　 121,315 121,315

発行済株式総数 (株) 3,126,400 3,908

純資産額 (千円) 　587,379 364,842

総資産額 (千円) 1,333,130 919,352

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 71.18 30.99

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ―

自己資本比率 (％) 44.1 39.7

回次
第８期

第３四半期会計期間

会計期間
自 2023年４月１日
至 2023年６月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 40.19

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい
ては記載しておりません。

　 ２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
　 ３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
　 ４．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。
　 ５．第７期及び第８期第３四半期累計期間の財務諸表及び四半期財務諸表については、株式会社東京証券取引所

の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融証券取引法第193条の２第1項の規定に準じて、三優監
査法人により監査及び四半期レビューを受けております。

６．2023年６月17日を基準日として2023年６月18日付で普通株式１株につき800株の割合で株式分割を行っており
ます。当該株式分割が第７期の期首に行われたものと仮定し、１株当たり情報を算出しております。

　



― 2 ―

２ 【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（１） 財政状態の状況

（資産）

　当第３四半期会計期間末における流動資産は771,980千円（前事業年度末に比べ201,850千円増加）となりまし

た。これは主に、現金及び預金181,187千円増加、売掛金14,419千円増加によるものであります。固定資産は

561,149千円（前事業年度末に比べ211,926千円増加）となりました。これは主に、有形固定資産130,356千円増加、

ソフトウェア30,441千円増加などによるものであります。これらの結果、総資産は1,333,130千円（前事業年度末に

比べ413,777千円増加）となりました。

（負債）

　当第３四半期会計期間末における流動負債は515,988千円（前事業年度末に比べ233,125千円増加）となりまし

た。これは主に、契約負債81,811千円増加、その他流動負債25,821千円増加、未払法人税等99,361千円増加などに

よるものであります。固定負債は229,763千円（前事業年度末に比べ41,885千円減少）となりました。これは長期借

入金が45,639千円減少、その他固定負債3,754千円増加によるものであります。これらの結果、負債合計は745,751

千円（前事業年度末に比べ191,240千円増加）となりました。

（純資産）

　当第３四半期会計期間末における純資産は587,379千円（前事業年度末に比べ222,537千円増加）となりました。

これは四半期純利益の計上により利益剰余金が同額増加したことによるものであります。

（２） 経営成績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年から続く物価高や円安により国内消費の回復に遅れも見られ

る中、世界的な新型コロナウイルス感染症の収束又は沈静化により日本国内でも訪日外国人客数が急増するなどイ

ンバウンド需要の回復が顕著であります。

　このような状況において、当社は2021年6月に事業領域を再整理し、ライフメディアテック事業を新設したこと

で、Wi-Fi事業の顧客基盤やノウハウを生かしつつ、日本在住外国人の生活シーンの利便性向上やさらなる収益機会

の拡大に努めてまいりました。

　これらの結果、当第３四半期累計期間は、売上高1,519,360千円、営業利益264,972千円、経常利益324,794千円、

四半期純利益222,537千円となりました。

　セグメントの経営成績を示すと、次のとおりであります。

a. Wi-Fi事業

当事業においては、コロナ禍におけるテレワークの環境整備を背景とした通信需要が継続する中、インバウ

ンド、アウトバウンドの需要が回復してきております。以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は

1,306,443千円、セグメント利益は255,318千円となりました。

b. ライフメディアテック事業

当事業においては、日本在住外国人への海外渡航関連情報等の提供や関連手続サポート等業務に続き、前事

業年度に空港送迎の取次サービスを開始し、好調に推移いたしました。以上の結果、当第３四半期累計期間に

おける売上高は165,549千円、セグメント利益は20,868千円となりました。
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c. キャンピングカー事業

当事業においては、アウトバウンド（アメリカでキャンピングカーを借りる方への予約手配事業）と国内レ

ンタカー（日本国内でキャンピングカーを自社保有し訪日旅行者および日本人顧客への貸出事業）を展開して

おります。当事業年度に入ってから、インバウンドとアウトバウンドの需要が徐々に回復しております。

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は45,785千円、セグメント損失は11,215千円となりまし

た。

（３） 経営方針・経営戦略等

　当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

（４） 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（５） 研究開発活動

該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,505,600

計 12,505,600

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,126,400 3,126,400 非上場 単元株式数は100株であります

計 3,126,400 3,126,400 ― ―

（注）発行済株式のうち、16,800株は、現物出資（株式 29百万円）によるものであります。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　第５回新株予約権

決議年月日 2023年５月18日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社監査役 １
当社従業員 ５
入社予定者 ２

新株予約権の数（個） ※ 26

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数（株） ※

普通株式 20,800（注）１（注）６

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 株式公開時の公募価格（注）２

新株予約権の行使期間 ※ 2023年５月19日～2030年８月27日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
（円） ※

発行価格 株式公開時の公募価格
資本組入額 発行価格の２分の１（１円未満の端数は切上げ）

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 ※

（注）５

※ 新株予約権発行時（2023年５月18日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式

の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次

の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち

当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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　また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をす

る場合（新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。）、株式無償割当てを行う場合、合併する

場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的と

なる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の

調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるもの

とする。

２．新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場

合（新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

　

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控

除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、

「新規発行前の１株あたりの時価」を「処分前の１株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとす

る。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行

う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が

生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結

果生じる１円未満の端数は切り上げる。

３．新株予約権の行使の条件

①新株予約権の付与を受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、新株予約権の権利を行使する時

において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあ

った期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約

権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるも

のとする。

②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合（本新株

予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して

損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。）、又は本新株予約権

の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会

の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することがで

きないものとする。

③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものと

する。

④当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。

⑤その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ

る。

４．新株予約権の取得

①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することが

できる。

②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約

若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交

換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき（株主総

会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき）は、当社は、当社の取締役会の決議によ

り別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

５．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
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（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編の条件等を勘案の上、上記１に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編の条件等を勘案の上、上記２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株

予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

　本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。

⑦譲渡承認について

　新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設

置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。

６．2023年５月18日開催の取締役会決議により、2023年６月18日付けで普通株式１株につき800株の割合で株

式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されて

おります。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年６月17日
（注）

3,122,492 3,126,400 ― 121,315 ― 190,065

（注）株式分割（１：800）によるものであります。

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

　3,126,400
31,264 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 　3,126,400 ― ―

総株主の議決権 ― 31,264 ―

② 【自己株式等】

　 該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

就任
年月日

取締役 吉田 毅
1971年
９月５日

2003年１月

2012年７月
2015年６月

2019年６月

2022年10月

2022年12月

ヤフー株式会社入社
営業、営業企画などを担当
同社、組織開発室に就任
Syn.ホールディングス株式会社
入社（現 Supershipホールディ
ングス株式会社）人事、総務部
門を管掌
DATUM STUIDO株式会社 代表取締
役社長
株式会社10X HR本部長就任
（現任）
当社取締役就任

（注） －
2022年
12月23日

　（注）2023年６月16日付で一身上の都合により辞任しております。

（２）退任役員

役職名 氏名
退任
年月日

取締役 吉田 毅 2023年6月16日

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第３四半期会計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)及び第３四半期累計期間(2022

年10月１日から2023年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けてお

ります。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

　当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2022年９月30日)

当第３四半期会計期間
(2023年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 521,446 702,633

売掛金 25,354 39,773

　 貯蔵品 4,212 5,715

その他 19,246 23,987

貸倒引当金 △129 △129

流動資産合計 570,129 771,980

固定資産

有形固定資産

　 レンタル資産（純額） 143,429 259,893

　 その他（純額） 43,567 57,459

　 有形固定資産合計 186,996 317,353

無形固定資産

ソフトウェア 79,187 109,629

その他 50,882 80,059

無形固定資産合計 130,070 189,688

投資その他の資産 32,155 54,107

固定資産合計 349,222 561,149

資産合計 919,352 1,333,130
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(単位：千円)

前事業年度
　 (2022年９月30日)

当第３四半期会計期間
(2023年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 69,207 90,148

　 契約負債 76,522 158,334

　 １年内返済予定の長期借入金 55,662 60,852

未払法人税等 3,290 102,652

その他 78,179 104,000

流動負債合計 282,862 515,988

固定負債

長期借入金 265,348 219,709

その他 6,300 10,054

固定負債合計 271,648 229,763

負債合計 554,510 745,751

純資産の部

株主資本

資本金 121,315 121,315

資本剰余金 280,815 280,815

利益剰余金 △37,289 185,247

株主資本合計 364,842 587,379

純資産合計 364,842 587,379

負債純資産合計 919,352 1,333,130
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年６月30日)

売上高 1,519,360

売上原価 632,163

売上総利益 887,197

販売費及び一般管理費 622,224

営業利益 264,972

営業外収益

補助金収入 60,000

受取補償金 2,767

その他 61

営業外収益合計 62,828

営業外費用

支払利息 755

為替差損 152

上場関連費用 2,098

営業外費用合計 3,006

経常利益 324,794

税引前四半期純利益 324,794

法人税等 102,257

四半期純利益 222,537
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-

２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたっ

て適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はございません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の影響)

前事業年度に提出した新規上場申請のための有価証券報告書（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感

染症の今後の感染拡大や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　 当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

当第３四半期累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2023年６月30日)

減価償却費 84,993千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期累計期間（自2022年10月１日 至2023年６月30日）

　１ 配当金支払額

　 該当事項はありません。

２ 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後とな

るもの

　 該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　 当第３四半期累計期間（自 2022年10月１日 至 2023年６月30日）

　 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他
(注)1

四半期損益
計算書計上
額(注)2Wi-Fi事業

ライフメデ
ィアテック

事業

キャンピン
グカー事業

計

売上高

　一時点で移転される財又

はサービス

　一定の期間にわたり移転

される財又はサービス

10,680

1,295,763

130,303

35,245

3,634

42,151

144,617

1,373,160

1,582

-

146,200

1,373,160

顧客との契約から生じる

収益
1,306,443 165,549 45,785 1,517,778 1,582 1,519,360

外部顧客への売上高

セグメント間の

内部売上高又は振替高

1,306,443

－

165,549

－

45,785

－

1,517,778

－

1,582

－

1,519,360

－

計 1,306,443 165,549 45,785 1,517,778 1,582 1,519,360

セグメント利益又は損失
(△)

255,318 20,868 △11,215 264,972 － 264,972

（注）１．「その他」の区分は収益を獲得していない、または付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位のも

のであります。

　 ２．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
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(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第３四半期累計期間
(自 2022年10月１日

　至 2023年６月30日)

１株当たり四半期純利益 71円18銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 222,537

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 222,537

普通株式の期中平均株式数(株) 3,126,400

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

―

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できな

いため、記載しておりません。

２．当社は、2023年６月17日を基準日として2023年６月18日付で普通株式１株につき800株の割合で株式分割を

行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定し

ております。
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(重要な後発事象)

(公募による新株式の発行)

当社は、2023年７月27日に株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2023年８月30日に東京証券取引所グ

ロース市場に株式を上場する予定です。この株式上場にあたり、2023年７月27日の取締役会において、次のとお

り募集株式の発行について決議しました。

(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 249,600株

(２) 発行価格 2023年８月22日に決定予定

(３) 資本組入額

会社計算規則第14条第１項の規定に従い算出される資本金
等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
す。

(４) 払込期日 2023年８月29日

(５) 募集方法 ブックビルディング方式による募集

(６) 資金の使途

主にWi-Fi事業における顧客獲得のための広告宣伝費、認
知拡大・ブランディングのための広告宣伝費、事業領域及
び収益拡大のためのシステム開発に係る人件費及び外注費
として充当する予定であります。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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